
17 63,639 0 63,639

　　　様式第２号(事業別概要) No.

款 大事業

項 中事業

目 担当所属

予算種別 補助/単独 事業区分
前年度

増減額
前々年度 5年間計画額

当初予算額 決算額

実施計画

本年度事業費 (歳　入) (歳　出) 財源内訳 一般財源

本年度当初要求額 本年度当初要求額

本年度当初査定額 本年度当初査定額

＜事業に関する説明＞

（事業の概要） （事業の目的） （事業の効果）

（事業実施上の問題点） （前年度からの見直し点） （見積についての特記事項）

節 本年度 前年度 増減額

特
定
財
源

款 項 目 節
細
節

細
々
節

歳入特定財源科目名称 本年度 本年度 前年度 増減額
当初査定額 当初予算額 要求額 査定額 予算額

平成２８年度  一般会計 予算内示 事業別概要書（当初）
2. 総務費 1. 参議院議員選挙事業

4. 選挙費

3. 参議院議員選挙費 選挙管理委員会事務局

（佐倉市）　　

第６章
ともに生き、支え合うまちづくり 137,796

平成28年度 68,898

臨時 補助 通常 0 0 0 基本施策９８
計画外事業 平成29年度 0

平成30年度 0

施策９８
計画外事業 平成31年度 68,898

平成32年度 0

県支出金 その他

63,317 0 63,317 △63,317

63,639 63,639 63,639 0 0

・選挙人名簿を適正に作成し、調製された選挙人名簿に 適正かつ迅速に選挙事務を執行します。 適正に事務を執行することで、公正公平に議員を選出し

基づき入場整理券の送付を行います。 ます。迅速に事務を執行することで、結果を速やかに有権者に伝えます

・選挙執行に向けた準備を行います。 。

・適正な投票事務を行います。

・適正かつ迅速な開票事務を行います。

・選挙終了後の各種事務を行います。

公職選挙法の改正により選挙権年齢が18歳に引き

下げられたことから、選挙人名簿を誤りなく調製するともに、新たに有

権者となる若年層を対象に選挙制度等について周知を図る必要がありま

す。

01 2,506 0 2,506

03 20,061 0 20,061

07 3,118 0 3,118

08 170 0 170

09 15 0 15

11 3,979 0 3,979

12 7,857 0 7,857

13 11,579 0 11,579

15 03 01 04 02 00 参議院議員選挙費委託金 63,3



細
々
節

歳入特定財源科目名称 本年度 本年度 前年度 増減額
当初査定額 当初予算額 要求額 査定額 予算額

平成２８年度  一般会計 予算内示 事業別概要書（当初）
2. 総務費 1. 参議院議員選挙事業

4. 選挙費

3. 参議院議員選挙費 選挙管理委員会事務局

（佐倉市）　　

14 5,914 0 5,914

18 8,440 0 8,440

差引一般財源 △63,317 0 0 0

　　　様式第２号(事業別概要) No.

款 大事業

項 中事業

目 担当所属

節 本年度 前年度 増減額

特
定
財
源

款 項 目 節
細
節


